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（運営規程設置の主旨） 

第１条 社会医療法人河北医療財団が開設する介護老人保健施設「あい介護老人保健施設」が

実施する指定訪問リハビリテーション、指定介護予防訪問リハビリテーション（以下指定

介護予防訪問リハビリテーションについては省略し、指定訪問リハビリテーションに含め

るものとする）と適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。 

 

（事業の目的） 

第２条 要介護状態又は要支援状態にある者（以下「要介護者等」という）に対し、適正な指  

 定訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第３条 指定訪問リハビリテーションの従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する  

 能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療 

 法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行う事により、心身の機能の維持回復を 

 図る。 

２ 指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは

悪化の防止又は要介護状態となる事の予防に資するようその目的を設定し、その目的に

沿ったリハビリテーションを計画的に行うと共に、居宅介護支援事業者その他保険医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めると共に、関係市町村と

も連携を図り、総合的なサービス提供に努める。 

 

（施設の名称及び所在地等） 

第４条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。 

（１）  施設名      社会医療法人河北医療財団 あい介護老人保健施設   

（２） 開設年月日  ２００１年 １１月 １日 

（３）  所在地      東京都多摩市中沢１丁目１７番３８ 

（４） 電話番号  ０４２－３７４－７１１１  FAX番号０４２－３７４－７１１５ 

（５） 管理者名   明石 のぞみ 

（６）  介護保険指定番号    介護老人保健施設（１３７５０００５６７号） 

 

（従業者の職種、員数） 

第５条 指定訪問リハビリテーションの従事者の職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。 

＜訪問リハビリテーションサービス＞ 

（１） 理学療法士     １人（兼務） 

（２） 作業療法士     １人（兼務） 

（３） 言語聴覚士     １人（兼務） 

 

（従業者の職務内容） 

第６条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。 
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１） 従事者は、医師の指示及び訪問リハビリテーションの計画に基づき、利用者の心身機

能の回復を図る為に必要なリハビリテーション、指導を行う。 

 

第７条 訪問リハビリテーションの営業日及び営業時間は以下の通りとする。 

１） １２月３０日～１月３日を除く、毎週月曜日から金曜日までの５日間を営業日とし、 

 営業日の９時から１７時までを営業時間とする。 

２） 特別な事情にある場合においては、この限りではない。 

 

（利用料その他の費用の額） 

第８条  利用者負担の額を以下のとおりとする。 

１） 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。 

２） 前項以外の費用の支払いを受ける場合には、実費あるいは実費相当とし、利用者又は 

 その家族に対し、事前に文章で説明した上で、支払いに同意する旨の文章に署名を受 

 けることとする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

 第９条 通常の事業の実施地域を以下の通りとする。 

１） 介護保険施設サービス 

 利用者の住所地が多摩市及び近隣市町村 

２） 短期入所療養介護サービス及び通所リハビリテーションサービス 

 多摩市、八王子市のニュータウン地域、日野市の百草団地付近 

 

（その他運営に関する留意事項） 

第１０条 従事者の質的向上を図る為の研修の機会を設け、業務体制を整備する。 

（１） 採用時研修 採用後６か月以内 

（２） 継続研修  年１回以上の全体研修 

 ２ 訪問リハビリテーション計画（以下計画）は、医師の診療に基づき、利用者の病状、心  

   身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、居宅サービス計画に沿って作成す 

   る。計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、計画が居宅サービス計画に沿 

   ったものか確認し、必要に応じて変更する。 

   計画作成にあたり、利用者によるサービスの選択やサービス内容等への利用者の意思を 

   反映させる為、内容等を説明した上で、利用者の同意を得、また当該計画を利用者に文 

   書で交付する。 

 

（職員の服務規律） 

第１１条 職員は、関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念

する。服務に当たっては、別に定める服務心得による。 

 

（職員の質の確保） 

第１２条 施設職員の資質向上のために、研修の機会を確保する。施設における研修方針・研 

  修計画を別に定める。 
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（職員の勤務条件） 

第１３条 職員の就業に関する事項は、別に定める社会医療法人河北医療財団の就業規則によ 

  る。 

（職員の健康管理） 

第１４条 職員は、施設が行う年２回の健康診断を受診すること。 

 

（守秘義務） 

第１５条 施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、

正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う指導教育を適時行うほか、施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものと

する。 

 

（個人情報保護の取り扱い） 

 第１６条 個人情報の保護にあたっては、別に定める個人情報保護規程による。 

 

（苦情処理窓口） 

 第１７条 施設の苦情処理窓口として下記の連絡体制をとる。 

   施設ご意見ダイヤル  ０４２－３７４－７１１１ 

   施設へのご意見ＦＡＸ ０４２－３７４－７１１５ 

   また必要に応じて、公共機関への苦情申し立てについて、下記を利用者に紹介する。 

   多摩市介護保険課   ０４２－３３８－６９０１ 

   国民健康保険連合会苦情相談窓口 ０３－６２３８－０１１７ 

 

（緊急時の対応）  

第１８条 訪問リハビリテーション利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は利用

者及びその家族が指定する者に対し、緊急に連絡し必要な措置を講ずる。 

 

 

附  則 

 

１．この運営規程は、平成２８年１２月１日より施行する。 

２．この運営規定は、２０２４年４月１日より施行する。 

３．この運営規定は、２０２５年６月１日より施行する。 


